
意見書案第２号 
 

国民的行事での手話通訳等による情報保障を求める意見書 
 

障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し

合いながら共生する社会の実現に向け、「障害を理由とする差別の解消の推進

に関する法律」では、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮

の提供を行政機関等に義務付け、事業者にも努力義務を課している。 

こうした合理的な配慮の一つとして、情報のやり取りを行う際に、障がいの

有無や内容にかかわらず、実質的に同等の情報が確保されるようにする情報保

障が求められている。 

このような中、２０２１年７月に開催された東京２０２０オリンピック・パ

ラリンピック競技大会では、オリンピックの開会式の放送に手話通訳が付いて

いなかったことについて、一般財団法人全日本ろうあ連盟をはじめとする団体

等から放送権者の日本放送協会（ＮＨＫ）へ、手話通訳が付与された放送を求

める要望が寄せられ、ＮＨＫは要望に応える形で、オリンピック閉会式及びパ

ラリンピック開閉会式では手話通訳付きの放送を行った。 

情報保障のニーズは多様なものがあるが、手話は「障害者の権利に関する条

約」及び「障害者基本法」において言語と定義されており、手話を第一言語と

するろう者にとって手話通訳による情報保障は重要なものである。また、国民

的行事での手話通訳による情報保障は、多様性を尊重する共生社会の実現やＳ

ＤＧｓの達成にも不可欠である。 

よって、国会及び政府においては、今後の国民的行事において、聴覚障がい

者などの情報コミュニケーションに障がいがある全ての人々に対する情報保障

が行われるよう普及啓発及び必要な取り組みを行い、とりわけ、手話は言語で

あるとの認識の下、手話通訳による情報保障を推進するよう強く要望する。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 

 

令和４年（２０２２年）３月３０日 

 

札幌市議会   

 

（提出先）衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣 

（提出者）全議員 


